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障害者虐待防止と早期発見に向けた
取組と養護者支援
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「養護者」とは：
障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のものをいう。（法２条３項）
・身辺の世話や身体介護、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等。
・同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等も該当する場合がある。
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養護者による障害者虐待が
発生した場合の対応
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